
 令和６年度親水性中央公園活性化事業推進業務委託 

仕様書 

１．業務名 

令和６年度親水性中央公園活性化事業推進業務委託 

 

２．契約履行期間 

契約締結日から令和６年１２月１６日（月）まで 

 

３．業務の趣旨・目的等 

 本市の玄関口でもある勝田駅周辺地区は，まちのシンボルとなる新中央図書館の整備を

進めるほか，快適で安心して歩ける歩行空間を確保することで，まちなかの回遊性向上を図

るとともに，水と緑に囲まれた親水性中央公園を活かし，市民が集い憩うことができる空間

を創出するなど，居心地の良いまちなかを創出する事業を進めている。 

 その親水性中央公園は近年，中心市街地に存在する広大な土地を生かし，イベント開催等

の利用がなされてきている。しかしながら，駐車場の台数が少ないことや，インフラ（トイ

レ・水道等）の不足など，イベントを開催するうえでの課題も残っている。そのため，これ

まで出てきた課題や，新たなイベント開催を通して出てくる課題を精査し，今後の公園整備

計画に反映させていくことが必要となる。 

 また近年，ペットツーリズムが全国展開される中，阿字ヶ浦海岸や国営ひたち海浜公園に

愛犬同伴で来訪する観光客が多く見られるようになり，市内でも各所でドッグランの設置

や，宿泊施設がペット受入のための客室改修を進めるなど，ペットツーリズムが普及しつつ

ある。 

 このような状況の中で，親水性中央公園を会場に「ドッグフェスティバル」を開催し，本

市におけるペットツーリズムの機運醸成を図るとともに，親水性中央公園の新たな利活用

を模索し，市街地の賑わい創出を図ることにも繋げていく。 

 

４．業務の内容 

親水性中央公園活性化事業推進業務委託（以下「本業務」という。）は，イベントの企画・

設営・運営・広報をはじめ，発注者や関係団体等との連絡調整や必要な手続きなど，イベン

ト企画運営に係る業務一式とする。 

 

 

 

 



（１） イベントの企画・設営・運営 

➀実施日時 

・令和６年１０月１９日（土），２０日（日）（２日間開催）１０：００～１６：００ 

・天候等の影響で開催が困難な場合は，発注者と協議の上開催の可否は決定すること。 

➁実施場所 

・ひたちなか市親水性中央公園 

➂イベントの内容 

・イベント全体のコンセプトを掲げること。 

・親水性中央公園をメイン会場としながら，市街地の賑わい創出にも繋げる提案をするこ

と。 

・公園の特性を考慮した会場レイアウトを提案すること。 

・期間中 10,000人の来場者を目標にイベントを実施すること。 

・目標来場者数を参考に，出店店舗数を提案すること。 

・出店者等については，可能な限り地元企業と連携すること。 

➃イベント設営 

・設営はイベント開催日の前日から，撤収はイベント終了日の翌日までとする。 

・設営及び撤収作業については，発注者と協議の上，安全確保に留意すること。 

➄イベント運営 

・会場案内，誘導案内等イベント当日の運営を行うこと。 

・イベントを開催するにあたり，駐車場の台数が少ないことに対する対策を提案すること。 

（２） 広報業務 

・市外及び県外からの集客を見込み，SNS，チラシ，ポスター等を活用した広報計画を立て，

集客促進のための活動を実施すること。 

（３） 実施体制 

・適切かつ円滑に業務を実施する体制を構築し業務責任者を選任するとともに，発注者との

連絡調整を適切に行うこと。 

・契約後，着手届・業務主任者選任通知書・工程表を速やかに市に提出すること。 

（４） 成果物 

・受託者は，次の成果物をひたちなか市に提出することとする。 

事業完了報告書（紙印刷２部，PDFデータ） 

※なお，以下の事項を記載すること。 

（イベント来場者数・出店店舗の情報・出店者売上・イベントを通して考えられる会場の課

題・今後の市のペットツーリズムの展望，イベント準備，期間中，撤収状況の写真） 

 

 

 



５．実施スケジュール 

 ４．に規定する業務内容を契約履行期間内に実施し，完了すること。なお，各業務の実施

時期については発注者と受託者が協議の上決定するものとする。 

 

６．個人情報の取扱い 

受託者は，本業務の実施に伴い取扱う個人情報について，個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）を遵守するものとする。 

 

７．成果物の権利関係 

（１） 本業務の履行における４．（５）までに掲げる成果物の所有権は，ひたちなか市に

帰属するものとする。 

（２） 成果物が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作

物（以下「著作物」という。）に該当する場合には，受託者は当該著作物に係る受託

者の著作権（同法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）を当該著作物の引渡

し時に，ひたちなか市に無償で譲渡するものとする。この場合において，受託者は，

当該著作権の譲渡以降，著作者人格権を行使しないものとする。 

 

８．留意事項 

（１） 本仕様書に基づく作業に関し，第三者の肖像権，所有権，著作権を侵さないこと。

また，第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は，当該紛争の原

因が専らひたちなか市の責めに帰す場合を除き，受託者の責任，負担において一切を

処理すること。この場合，ひたちなか市は係る紛争等の事実を知ったときは，受託者

に通知し，必要な範囲で訴訟上の防衛を責任者に委ねる等の協力措置を講じること

ができるものとする。 

（２） 本業務の遂行にあたり，受託者は，契約履行期間内及び履行期間の満了後において，

業務上知りえた情報を第三者に漏洩してはならない。また，業務の過程において第三

者に情報の漏洩が無いよう，十分な対策を講じる義務を負うものとする。 

（３） 受託者は本業務の一部又は全部を第三者に委託し，又は請け負わせることはできな

い。ただし，あらかじめひたちなか市の承認を受けた場合を除く。 

（４） 疫病，食中毒，暴風雨，地震，火災，暴動その他発注者の責に帰すことのできない

自然的又は人為的な現象などの不可抗力によりイベントの運営が困難になった際，

受注者に損害が生じる場合においても，発注者に対しその賠償を請求することがで

きないものとする。また，受注者はその責めに帰する事由により，イベントの実施に

関し，発注者又は第三者に損害を与えたときは，その損害を受注者の負担により賠償

するものとする。 

 



９．協議 

  この仕様書について疑義が生じた場合又は定めのない事項や細部の業務内容について

は，発注者と協議のうえ決定すること。 


